
令和４年６月 29日 

 

各   位 

 

全国信用協同組合連合会 

 
 

お客さま本位の業務運営に関する取組状況について 

 
 
標記の件につきまして、「お客さま本位の業務運営に基づく基本方針」に基づ

き、2021年度における取組状況を公表いたします。 
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 全信組連（以下「当会」といいます）では、「お客さま本位の業務運営に関す

る基本方針」に基づき以下の取組を行っており、2021 年度の取組状況について

ご案内いたします。 

 なお、本取組は金融庁公表の「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づいて

おり、各原則との対応関係につきましては、各項目表題の後ろに原則番号で表記

しております（対応関係の一覧は最終ページに掲載）。 

 
１．お客さまの最善の利益の追求（原則２） 

  当会では、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、金融商品の販売

等にかかる基本原則「金融商品に係る勧誘方針」を定め、ホームページに公表

しております。当該方針については、関連法制等の変更に従い適時更新してお

ります。 

  また当会では、2021 年度～2023 年度の中期経営計画（経営の中期的戦略）

において「信用組合とそのコミュニティ発展に向けたさらなるサポート強化」

を重点項目の一つとして掲げ、さまざまな業務サポートを通じ、信用組合及び

信用組合のお客さまの利益向上に取り組んでおります。 

  更に、同中期的戦略において、当会の「安定収益の確保・財務基盤の強化」

を重点項目の一つとして掲げ、お客さまサポートに十分取り組める安定した

財務基盤の構築を図っております。 

 
２．利益相反の適切な管理（原則３） 

 当会では、業務上の取引における利益相反に係る管理方針について「利益相

反管理方針」として定め、ホームページに公表しております。当該方針につい

ては、関連法制等の変更に従い適時更新しております。 

  また、信用組合に対しては、利益相反管理体制を含む証券窓販業務全般にか

かるコンプライアンスについて、毎年、研修用ＤＶＤを頒布する等周知を図っ

ております。 

 
３．手数料の明確化（原則４）、わかりやすい商品の提供（原則５）、お客さまに

ふさわしいサービスの提供（原則６） 

  当会では、信用組合が行う投資信託窓口販売（以下「投信窓販」といいます）

業務において、当会が投資信託（以下「投信」といいます）委託会社の指定販

売会社となり、各信用組合に投信商品を取り次ぐ「投資信託取次販売方式」を

採用しています（一部の信用組合を除く）。 

  この業務において当会では、信用組合が取り扱う投信の商品選定を行うと

ともに、信用組合への営業サポートを様々な形式で行っております。 
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また、当会は、信用組合を通して、商品・サービスの仕組みや特徴（複数の

投信を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの投資形態を含む）、手数料・

その他費用を、投信委託会社の目論見書や販売用資料等により、わかりやすく

提供しております。 

 

（１）お客さまへのわかりやすい情報の提供 

   当会では、信用組合がお客さまに対し、ライフイベント等を通して、資産

運用の必要性を理解し、その中で投資信託の仕組みやリスク等をわかりやす

くご案内する資料として「しんくみ資産運用のご案内」（以下「ご案内」と

いいます）のひな型を作成し、定期的に更新のうえ信用組合に提供しており

ます（最新版は 2022年 1月に更新）。 

 

   ご案内により提供している主な情報は以下のとおりです。 

 ア．お客さまのライフプラン等を踏まえた目標資産額等を検討する場合に、

参考となる情報 
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イ．投資信託による資産運用を初めて検討されているお客さまに、参考となる

投資信託の仕組み等に関する情報 

 

 

ウ．投資信託のリスクとリターンに関する基本的な情報 
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エ．投資信託のリスクに関する基本的な情報 

 
 

オ．お客さまの金融知識や投資経験等を踏まえ、ふさわしい商品を提案するた

めに必要となる、お客さまのご意向の確認に関する情報 
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また、ご案内では、信用組合が販売する投信窓販全商品について「商品概

要・特徴」や「手数料・その他費用」を一覧形式で資産毎に色分け表示する

など、わかりやすく記載しお客さまの投資判断に資する情報を提供しており

ます。 

 
なお、現在当会では、お客さまが投信窓販の個別商品の内容理解や同種商

品との比較をより容易に行えるよう、各商品の重要な情報を商品毎に取りま

とめた資料「重要情報シート（個別商品編）」※のひな型を策定中であり、

同シート金融事業者編と併せて、2022 年度内の導入に向けて準備を進めて

おります。 

※「重要情報シート（個別商品編）」には、「商品等の内容」（想定する購入

者層、パッケージ化の有無等を含む）、「リスクと運用実績」、「費用」、「換金・

解約の条件」等の情報を記載する予定です。 

 
（２）投信窓販取次商品の概要および取扱実績 

   当会の商品選定基準、取扱状況等は以下のとおりです。 

なお、当会は投資信託の組成は行っておりません。 

① 商品選定基準 

   当会は、信用組合が行う投信窓販売業務において、信用組合が取り扱う投

信の商品選定を行っています。 

商品選定にあたっては、お客さまのニーズを踏まえ、2018 年 9 月に制定

した「商品選定基準」に基づき、候補商品について下記項目をＡ～Ｃで評価

し、一定水準以上の商品を採用しております。 
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② 投資対象ごとの商品（ラインアップの充実） 

当会は、お客さまの多様な資産運用ニーズに応える一方、選択肢が多す

ぎる弊害も考慮しつつ、投信窓販取次商品ラインアップの充実を図ってい

ます。 

 
債券 
 

（国内） 2 5.7% 2 5.7% 2 5.3% 
（国内外） 1 2.9% 1 2.9% 1 2.6% 
（海外） 8 22.9% 8 22.9% 8 21.1% 

小計 11 31.4％ 11 31.4% 11 28.9% 

株式 
（国内） 7 20.0% 7 20.0% 7 18.4% 
（国内外） 3 8.6% 3 8.6% 5 13.2% 
（海外） 1 2.9% 1 2.9% 2 5.3% 

小計 11 31.4％ 11 31.4% 14 36.8% 
 
REIT 

（国内） 1 2.9% 1 2.9% 1 2.6% 
（国内外） 1 2.9% 1 2.9% 1 2.6% 
（海外） 3 8.6% 3 8.6% 3 7.9% 

小計 5 14.3％ 5 14.3% 5 13.2% 
バランス運用 （国内外） 8 22.9% 8 22.9% 8 21.1% 

小計 8 22.9% 8 22.9% 8 21.1% 
計 35 100.0% 35 100.0% 38 100.0% 

◎トピックス 

2019 年度：順調に純資産残高が積み上がっている、バランス運用ファンドと資産の寿

命を延ばしたいというニーズに合致する REIT ファンドを追加しました。 

2020 年度：コロナ禍の中、取次商品の追加は行いませんでした。 

2021 年度：顧客の新たなニーズに応え、資産形成の一助とすべく SDGs等の環境関連

や積み立て投資に資する商品（国内外・海外の株式投信）を追加しました。 

選定基準の評価項目

⑦　外部評価機関の評価

①　投信委託会社の運用体制・能力、運用内容の説明能力、情報開示への姿勢、販売会社へのサポート体制

②　設定からの期間

③　純資産総額

④　販売手数料、信託報酬の水準

⑤　分配頻度

⑥　分かりやすい運用
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③ 費用負担（販売手数料、信託報酬、信託財産留保額）の水準 

当会は、お客さまの多様な資産運用ニーズに応えつつ、適切な費用負担

（販売手数料、信託報酬、信託財産留保額）を考慮した商品選定を行って

います。 

 
・購入手数料は 2％台が中心（55.3％）。以下、0％（15.8％）、1％台・3％台

（ともに 13.2％）。 

・信託報酬（年率）は 1％台（63.2％）または 0％台（36.8％）。 

・信託財産留保額は 0％が 89.5％、0％台が 10.5％。 

 

④ 投信窓販取次商品の決算頻度 

投信に分配金がある場合、決算時に支払われます。 

お客さまの年齢や資産形成の進捗状況により分配金受領頻度には様々

なニーズがありますが、長期安定的な資産形成に向けて、決算頻度が年１

回の商品を増やしています。 

商品数 構成比 商品数 構成比 商品数 構成比
0％ 1 2.6% 9 23.7%
0％台 3 7.9% 2 5.3%
1％台 4 10.5% 8 21.1%
2％台 5 13.2%
3％台 1 2.6%

（小計） 11 28.9% 11 28.9% 11 28.9%
0％ 4 10.5% 14 36.8%
0％台 8 21.1%
1％台 6 15.8%
2％台 9 23.7%
3％台
その他** 1 2.6%

（小計） 14 36.8% 14 36.8% 14 36.8%
0％ 4 10.5%
0％台 1 2.6% 1 2.6%
1％台 1 2.6% 4 10.5%
2％台 1 2.6%
3％台 3 7.9%

（小計） 5 13.2% 5 13.2% 5 13.2%
0％ 1 2.6% 7 18.4%
0％台 2 5.3% 1 2.6%
1％台 6 15.8%
2％台 6 15.8%
3％台 1 2.6%

（小計） 8 21.1% 8 21.1% 8 21.1%
38 100.0% 38 100.0% 38 100.0%

0％ 6 15.8% 34 89.5%
0％台 14 36.8% 4 10.5%
1％台 5 13.2% 24 63.2%
2％台 21 55.3%
3％台 5 13.2%
その他* 1 2.6%

（小計） 38 100.0% 38 100.0% 38 100.0%
    ・「費用・負担の料率*」：購入手数料および信託報酬（年率）は、消費税込の料率。
    ・「その他**」：購入金額に応じて0.55％～3.3％の購入手数料率。
    ・「0％台」とは「0％超～1％未満」をいう。
    ・「1％台」とは「1％以上～2％未満」をいう。「2％台」「3％台」も同様。

全体

2022年3月末

投資対象
費用・負担

の料率*
購入手数料 信託報酬（年率） 信託財産留保額

債券

株式

ＲＥＩＴ

バランス運用

合  計
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年 1 回 14 14 17 
年 2 回 2 2 2 
年 4 回 2 2 2 
年 6 回 3 3 3 
毎月 14 14 14 
総計 35 35 38 

         
 
⑤ 信用組合における投信積立投資の契約状況 

当会は、2018年 1月に取扱開始された「つみたて NISA」等、信用組合に

おけるお客さまの長期的な資産形成に有効な定時定額買付契約を推進す

る取組みを支援しています。 
定時定額買付契約 
課税口座 件数 1,066 1,109 1,518 

金額（千円） 469,404 516,704 477,548 
一般 NISA 件数 958 1,141 1,456 

金額（千円） 260,568 341,524 421,160 
つみたて NISA 件数 267 492 1,541 

金額（千円） 43,740 77,720 237,654 
計 件数 2,291 2,742 4,515 

金額（千円） 773,712 935,948 1,136,362 
※「金額」は、３月末時点での定時定額買付契約に基づく１年間の買付予定金額 
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４．職員および信用組合に対する適切な動機づけの取組（原則７） 

（１）当会職員向けの取組 

   お客さま本位の業務運営の取組については当会内で周知を図るとともに、

内部管理責任者研修、証券外務員研修等を毎年行い、投信窓販業務にかかる

知識や法制度の変更点等、理解を深めております。 

 

（２）信用組合向けの取組（研修等を通じた情報提供） 

① 研修実施 

当会は、信用組合がお客さまに制度や商品内容を適切に説明できるよう

各信用組合の投信窓販担当役員・担当者を対象とする研修の実施や教材の

提供、個別の信用組合への講師派遣（当会職員及び投信委託会社）による

支援を行っています。 
対象 実施時期 内容 参加人数 

投信窓販取扱信用組合 
投信担当役員・担当者 

2021 年 12 月 

 
・取扱新商品の説明 
・マーケット状況 
・投信の販売手法 
・制度改正 
 

約 30 名 

個別信用組合 
営業支店長、責任者 
本部役席・担当者等 

2021 年５月 
2021 年 10 月 
（2 回実施） 
2022 年１月 

 
・取扱商品説明のポ
イント 

延べ約 150 名 

 
② 情報連絡 

当会は、信用組合に対し、制度改正等の重要な情報や新商品の仕組み・

特徴に関する連絡、アフターフォローに関する関連情報、その他分かりや

すい資料の提供を適時行っています。 
以上 
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（参考）金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表 

 

 当会「『お客さま本位の業務運営に関する基本方針』に基づく 2021年度における

取組状況について」と金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する原則」

の対応関係は、次の通りです。 

 

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則２～７
当会「『お客さま本位の業務運営に関する基本方針』に基づく2021年度における取組状況について」
の該当箇所

原則２【顧客の最善の利益の追求】
１．お客さまの最善の利益の追求
４．職員および信用組合に対する適切な動機づけの取組

　（注）

１．お客さまの最善の利益の追求
３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
　（２）投信窓販取次商品の概要および取扱実績　⑤信用組合における投信積立投資の契約状況
４．職員および信用組合に対する適切な動機づけの取組

原則３【利益相反の適切な管理】 ２．利益相反の適切な管理

　（注）
２．利益相反の適切な管理
３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（２）投信窓販取次商品の概要および取扱実績　①商品選定基準

原則４【手数料等の明確化】
３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（１）お客さまへのわかりやすい情報の提供
（２）投信窓販取次商品の概要および取扱実績　③費用負担の水準

原則５【重要な情報の分かりやすい提供】
３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（１）お客さまへのわかりやすい情報の提供

　（注１）
３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（１）お客さまへのわかりやすい情報の提供
（２）投信窓販取次商品の概要および取扱実績　①商品選定基準

　（注２）
３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（１）お客さまへのわかりやすい情報の提供

　（注３）
３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（１）お客さまへのわかりやすい情報の提供

　（注４）
３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（１）お客さまへのわかりやすい情報の提供

　（注５）
３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（１）お客さまへのわかりやすい情報の提供

原則６【顧客にふさわしいサービスの提供】

３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（１）お客さまへのわかりやすい情報の提供
（２）投信窓販取次商品の概要および取扱実績
４．職員および信用組合に対する適切な動機づけの取組

　（注１）

３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（１）お客さまへのわかりやすい情報の提供
（２）投信窓販取次商品の概要および取扱実績
４．職員および信用組合に対する適切な動機づけの取組

　（注２）
３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（１）お客さまへのわかりやすい情報の提供
（２）投信窓販取次商品の概要および取扱実績

　（注３）
３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（２）投信窓販取次商品の概要および取扱実績

　（注４）
３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（１）お客さまへのわかりやすい情報の提供
４．職員および信用組合に対する適切な動機づけの取組

　（注５）
３．手数料の明確化、わかりやすい商品の提供、お客さまにふさわしいサービスの提供
（１）お客さまへのわかりやすい情報の提供
４．職員および信用組合に対する適切な動機づけの取組

原則７【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 ４．職員および信用組合に対する適切な動機づけの取組

　（注） ４．職員および信用組合に対する適切な動機づけの取組


